建築等をお考えの皆様へ



雨水接続に関する事前協議について

近年，降雨は集中豪雨化の傾向を強め，道路冠水の危険性が高まっており，各敷地からの雨水排除をより適正に行う必要があります。
雨水排水の接続には基準がありますので，建築確認申請を行う前に，以下の必要な資料をご用意の上，協議を行うようお願いいたします。

必要な資料
１　位置図及び敷地全体の土地利用が分かる図面
２　建築予定の家屋からの排水管のルートが分かる図面

〒310-8610  水戸市中央1-4-1
水戸市　下水道管理課　普及指導係
029-224-1111（内線3741，3742）
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